お　知　ら　せ

保険医療機関及び保険医療担当規則（昭和３２年厚生省第１５号）第２条の２の規定に基づき以下のとおり告知いたします。

１．看護について

　　当病院では精神病棟入院基本料の１５：１の入院基本料を届出ており、当該病棟で平均して1日に合計４２人以上の看護職員（看護師及び准看護師）が勤務しています。なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。

・ 朝８時３０分～夕方１７時まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は８人以内
です。
· 夕方１７時～深夜０時００分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は２６人以内です。

· 深夜０時００分～朝８時３０分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は２６人以内です。

＊看護配置加算の施設基準に適合しているものとして九州厚生局に届出を行っています。
＊看護補助加算1の施設基準に適合しているものとして九州厚生局に届出ており、
朝8時30分～夕方17時までの時間帯は、身支度や食事等の身の回りの世話をさせていただく看護補助者1人当たりの受け持ち数は２６人以内です。

２．入院時食事療法について

当病院は入院時食事療法（Ⅰ）の基準を満たしていると九州厚生局に届出を行っています。

したがって、主食の持込はお断りいたします。また、管理栄養士によって管理された食事が適時（夕食については午後5時30分以降）適温で提供しています。
　　尚、食事は食堂にて提供されます。
　

３．寝具設備について

当病院の寝具設備については厚生労働大臣が定める基準にしたがって貸与しており、自己寝具の持込はお断りいたします。
４．その他
当病院は、下記のものを厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして九州厚生局に届出を行っています。
	精神病棟入院基本料（１５：１）

	看護配置加算

	看護補助加算Ⅰ

	看護補助体制充実加算

	療養環境加算

	精神科身体合併症管理加算

	検体検査管理加算（Ⅱ）

	精神科応急入院施設管理加算

	認知症治療病棟入院料１

	認知症夜間対応加算

	入院時食事療養（Ⅰ）

	薬剤管理指導料

	精神科作業療法

	精神科デイ・ケア「大規模なもの」

	精神科ショート・ケア「大規模なもの」

	精神科デイ・ナイト・ケア

	医療保護入院等診療料

	CT撮影

	ニコチン依存症管理料

	感染対策向上加算3

	外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）

	入院ベースアップ評価料（２３）

	医療DX推進体制整備加算


当病院では次の項目について、その使用料、利用回数に応じて実費の負担をお願いしています。

日用品費管理料　　　　　　 日額　　　　　　 70円

理髪　　外注　
　　　　　１回　　　　  1,500円より

（福祉・介護理美容ゆう美）
私物衣服洗濯　外注　　　　　１回　　　　　　500円



　（ネット・ブリッジ）　　　　日額　　　　　　210円（消費税別）





オムツセット
（使用される紙オムツ等を日額定額でご利用いただくサービス）
日額　プラン①　132円　　②　264円　　③　407円　　④　528円
その他　　個人的な支出やサービスについては実費を頂きます。

